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◯
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
一
・
健
康
推
進
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
、
秋
田
県
議
会
、
秋
田
県
監
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委
員
、
秋
田
県
人
事
委
員
会
、

秋
田
海
区
漁
業
調
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委
員
会
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秋
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員
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課
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衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
四
十
一
号

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
　
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
八
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
を
削
り
、
同
号
　
中

「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号

と
し
、
同
号
　
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
八
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
中
　
を
　
と
し
、

を

と
し
、

を
　
と
し
、

を
削
り
、

を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
医
療
法
人
の
認

定
を
取
り
消
し
、
又
は
収
益
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

命
ず
る
こ
と
。

別
表
第
一
号
中
　
を
　
と
し
、

を
　
と
し
、

を
　
と
し
、

及
び

を
削
り
、

を
　
と
し
、

を
　
と
し
、
同
号
　
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」

を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
決
算
」
を
「
事
業
報
告
書
等
及
び
監
査

報
告
書
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
中
　
を
　
と
し
、

を
　

と
し
、

を
　
と
し
、

を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
六
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
の
業

務
等
に
関
す
る
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
号
中
　
を
　
と
し
、

を
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診
療

所
又
は
助
産
所
」
を
「
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
医
療
法
人
の
認

定
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
号
　
中
「
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
病
院
等
」

に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産

所
」
を
「
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
を
同
号
　

と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
」
を
「
病
院
等
」
に
改
め
、

同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
」

を
「
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診

療
所
又
は
助
産
所
」
を
「
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同

号
中
　
を
　
と
し
、

か
ら
　
ま
で
を
二
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
号
　
中

「
第
十
二
条
の
二
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同

号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
」
を
「
病
院
等
」
に

改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
」

を
「
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診

療
所
又
は
助
産
所
」
を
「
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同

号
中
　
を
　
と
し
、

を
　
と
し
、
同
号
　
中
「
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産

所
」
を
「
病
院
等
」
に
改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所

(

以
下
こ
の
号
及
び
第
一
号
の
三
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
情
報
の
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
等
に
関
す
る
情
報
の
変

更
の
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
号
の
二
　
中
「
第
三
条
の
二
」
を
「
第
三
条
の
三
」
に
改
め
、

同
号
　
及
び
　
中
「
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
」
を
「
病
院
等
」
に
改
め
、

同
号
　
中
「
第
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
　
中
「
第
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
十
一
第
二
項
」
に
改
め
、

同
号
　
中
「
第
五
条
の
七
」
を
「
第
五
条
の
十
二
」
に
改
め
、
同
号
　
中

「
第
五
条
の
八
」
を
「
第
五
条
の
十
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
一
号
の

三
と
し
、
同
表
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二
　
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則

第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
に
関
す
る
事
項

第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
の
決
算
の
届
出
を

受
理
す
る
こ
と
。

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
社
団
た
る
医
療
法
人
の
残

余
財
産
の
処
分
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
団
た
る
医
療
法
人
の
残

余
財
産
の
帰
属
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
号
　
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
、

「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
号
中
　
を
　
と

し
、

か
ら
　
ま
で
を
二
十
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を
　
と
し
、

の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る

者
又
は
そ
の
保
護
者
に
、
説
明
を
行
う
こ
と
及
び
意
見
を
述
べ
る
機

会
を
与
え
る
こ
と
。

第
四
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
を
受
理
す
る
こ

と
。第

四
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
号
中
　
を
　
と
し
、

か
ら
　
ま
で
を
十
七
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
費
用
の
負
担
を
決
定
す
る

こ
と
（
第
六
条
第
三
項
第
二
号
の
結
核
患
者
の
医
療
に
限
る
。
）
。

第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
の
申
請
を
受
理

す
る
こ
と(

第
六
条
第
三
項
第
二
号
の
結
核
患
者
の
医
療
に
限
る
。)

。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
の
申
請
を

受
理
す
る
こ
と
。

第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
感
染
症
の
診
査
に
関

す
る
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
及
び
費
用
の
負
担
を
決
定
す
る
こ

と
。第

三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指
定
医
療
機
関
を
指

定
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指
定
医
療
機
関
の
指

定
を
辞
退
す
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指
定
医
療
機
関
の
指

定
を
取
り
消
す
こ
と
。

別
表
第
二
十
号
中
　
を
　
と
し
、

か
ら
　
ま
で
を
十
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
苦
情
の
申

規
　
　
　
　
　
　
則
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出
を
受
理
す
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
す
る

職
員
に
苦
情
の
申
出
の
内
容
を
聴
取
さ
せ
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
苦
情
の
申

出
の
処
理
の
結
果
を
通
知
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
号
中
　
を
　
と
し
、

か
ら
　
ま
で
を
七
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
条
第
六
項(
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
一
類
感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
に
、

説
明
を
行
う
こ
と
及
び
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
。

第
二
十
条
第
七
項(

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
第
八
項(

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
号
中
　
を
　
と
し
、

か
ら
　
ま
で
を
四
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
号
　
中
「
第
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
　
と
し
、
同
号
　
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
九
条
第
七
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
に
報
告

す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
号
　
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
」
に

改
め
、
同
号
　
を
同
号
　
と
し
、
同
号
中
　
を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
一
類
感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
に

対
し
説
明
を
行
う
こ
と
。

別
表
第
二
十
号
　
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
八
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
感
染
症
の
診
査
に
関
す

る
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。

第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協

議
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

別
表
中
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一
か
ら
二
十
七
ま
で
　
削
除

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
　
　
　
　
田
　
　
　
　
県
、
秋

田

県

議

会
、

秋

田

県

監

査

委

員
、
秋
田
県
人
事
委
員
会
、
訓
令
第
一
号

秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

事

務

局

一

般

秋
田
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
議
会
議
長
　
中
　
泉
　
松
之
助

秋
田
県
代
表
監
査
委
員
　
大
　
和
　
顯
　
治

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
加
　
藤
　
和
　
夫

秋
田
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

秋
田
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